
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日 時  平成 22 年 5 月 15 日（土） 

     14：00～16：00 ※受付開始 13：30 

 場 所  アーバンスクエア横浜 6 階 

     横浜市神奈川区栄町 1-1 岡税務会計事務所 

 講 師   行政書士  東垣外 竜一 

     税 理 士  岡 春庭 

 

 参加費  1,000 円 

 内 容 

１．争族対策と正しい遺言書の書き方 

○ 遺言書の必要な方    ○ 遺言書の種類 

○ 遺言書でできること   ○ 遺言書の書き方 

２．基本に帰って、相続税節税対策と納税対策 

○ 相続対策の基本        ○ 節税対策 

○ 納税資金対策 

 主 催 

岡税務会計事務所     

   横浜市神奈川区栄町 1-1 ｱｰﾊﾞﾝｽｸｴｱ横浜 6 階 

    TEL：045-450-6701 FAX：045-450-6706 

ひとみ総合事務所     

横浜市西区北幸 2-5-17  横浜 NS ビル２階 

   TEL：045-328-3770 FAX：045-314-2340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前  ご住所 
〒 

TEL  FAX  お勤め先  

セミナー後の個別相談を    希望する   ・   希望しない 

行政書士  東垣外 竜一 

横浜で行政書士業務を始めて４年、主に
遺産整理手続や遺言書の作成などの案件
を数多く扱う。お客様ごとの事情に応じ
た対応と、懇切丁寧な説明が好評を得て
いる。 

相続は、相続税を納める義務のある、一部資産家の問題と思われがちですが、それは大きな間違いです。

相続問題は財産の大小に関わらず、全ての人に発生するものです。 

相続を契機として兄弟間で紛争が起こったり、納税に苦しんだりすることは、私たちの身の回りによく

見られます。これは事前に適切な対策を講じて準備しておくことにより、解決していくことが充分可能

となります。 

本セミナーでは、今のうちから準備しておく争族対策と相続税対策について、行政書士と税理士がわか

りやすくお話しいたします。どうぞお気軽にご参加ください。 

 

セミナーのご案内 

税 理 士  岡 春庭 

横浜で創業 20 年を迎え、今まで相続税申

告は 300 件以上。相続・贈与・譲渡等の数

多くの税金相談やコンサルタントとして

取り組んでいる。 

 

       お申込書   FAX：045-450-6706  ※このまま送信ください 

※当用紙に記載されたお客様の情報は、当社のセミナーのご案内といった当社の営業活動やアンケート等に使用することがありま

す。但し、法令で定める場合のほか、お客様の承諾なしに他の目的に使用いたしません。ご提供いただいた住所宛てのダイレクト

メールの発送を希望されないときは、チェックを入れてください。        □希望しない 

 

 


